






公共工事請負代金債権を譲渡担保に、融資を受けられます。また、工事の出来高を超えた部
分を含め融資が受けられるようになります。

＜主な相談窓口＞
北海道建設業信用保証（株） TEL  011-221-2092
東日本建設業保証（株） TEL  03-3545-5125
西日本建設業保証（株） TEL  06-6543-2944
（財）建設業振興基金 業務第一部 TEL  03-5473-4575

○地域建設業経営強化融資制度

＜主な相談窓口＞
（株）建設経営サービス TEL  03-3545-8523 （株）建設総合サービス TEL  06-6543-2848
（財）建設業振興基金 業務第一部 TEL  03-5473-4575

対象業種である等の要件を満たす中小企業者は、金融機関から融資を受ける際に一般保証と
は別枠で、無担保保証で8,000万円、普通保証で２億円まで信用保証協会の100％保証を受
けることができます。

＜主な相談窓口＞
各都道府県等の信用保証協会 http://www.zenshinhoren.or.jp/access.htm

一時的に資金繰りに著しい支障を来している等の要件を満たす中小企業者は、政府系金融機
関による融資を受けることができます。

＜主な相談窓口＞
（株）日本政策金融公庫 東京相談センター TEL 03-3270-1260
（株）商工組合中央金庫 お客様サービスセンター TEL 03-3246-9366

下請企業が元請企業に対して有する工事請負代金債権をファクタリング会社が買い取ること
で、早期に現金化することが可能となります。また、受取手形をファクタリング会社が買い
取る制度も用意しています。

○ファクタリング事業

○緊急保証制度

○セーフティーネット貸付制度

建設企業の年末資金繰りを応援します！建設企業の年末資金繰りを応援します！

北保証サービス（株） TEL  011-241-8654
（株）建設経営サービス TEL  03-3545-8534
（株）建設総合サービス TEL  06-6543-2848

中小企業庁関係

地方公共団体関係

国土交通省関係

～ 幅広い融資制度をご用意しています ～
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

各地方公共団体においても、融資制度が用意されています。詳細は、各地方公共団体にお問
い合わせください。



～ ご相談・ご意見はこちらへ ～

○国土交通省

国土交通省各地方整備局等において設置されている「建設業総合相談受付窓
口」において、各種の融資制度に関する問い合わせ・相談をお受けするととも
に、貸し渋り等の金融機関の融資に関する情報を受け付けます。

※建設業法令遵守推進本部「駆け込みホットライン」においてもお受けします。

TEL : 0570-018-240（ナビダイヤル）

＜受付窓口＞
http://www.yoi-kensetsu.com/one-stop/top/window.html
お近くの地方整備局等にお問い合わせください。

○建設業協会

（社）全国建設業協会及び各都道府県の建設業協会に設置されている「建設
業総合相談受付窓口」においても、同様の相談や情報を受け付けます。

＜受付窓口＞
http://www.yoi-kensetsu.com/one-stop/top/window.html
（社）全国建設業協会又はお近くの都道府県建設業協会にお問い合わせください。

※なお、金融機関の融資等に関する情報等は、金融庁・中小企業庁等の以下
の窓口でも受け付けています。

＜受付窓口＞
＊「金融円滑化ホットライン」 （金融庁） TEL : 03-5251-7755
＊金融円滑化「大臣目安箱」 （金融庁等） TEL : 03-3501-2100 

http://www.fsa.go.jp/meyasu/index.html

※寄せられた情報は、金融庁又は財務省において、金融機関の検査・監督に当た
り、貴重な情報として活用しています。なお、金融機関との個別のトラブルにつ
いてのあっせん・仲介・調停、金融機関からの報告内容のご説明はできません。

＊「中小企業金融貸し渋り１１０番」 （中小企業庁）
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/081104kikyu_hosho.htm
お近くの経済産業局にお問い合わせください。



金融機関が条件緩和を行っても、不良債権にならない取扱
いを拡充しました。

・ 経営が健全化するまでの期間を大幅に

延長しました。 （原則５年、進捗状況が良

好な場合10年まで）

・ 一定以上の金利を確保する必要がなく

なりました。

・ 「計画」を作っていない場合でも、今後

の経営改善の見通しがあれば、「計画」

がある場合と同じように取り扱います。

・ 中小企業も大企業と同様、３年以内

に経営が健全化するような「経営改善

計画」が必要です。

改定前 改定内容

・ 「計画」期間中、一定以上の金利を確

保する必要があります。

・ 大企業と違って中小企業は、大部で精

緻な「計画」を作ることが困難です。

・ 中小企業は景気の影響を受けやすく、

「計画」どおり進捗しない場合も少なく

ありません。

・ 「計画」の進捗が遅れていても、その原因

を分析し、今後の改善が見通せるならば、

「計画」どおりに進んでいる場合と同じよう

に取り扱います。

そ
こ
で･･･

不良債権にならないためには・・・ 中小企業向け貸出金の条件緩和

がしやすくなりました。

さらに・・・さらに・・・

検査官 金融検太郎

今後は、経営改善の見込
みがあれば、不良債権に

はなりません！
金融機関とご相談下さい。

資金繰りが大変だけど、
銀行は不良債権にな
るからと言って、返済
条件の変更に応じてく
れないんです・・・。

※ 条件緩和（返済条件の変更）とは･･･
・金利の引下げ
・金利・元本の支払い猶予
・返済期限の延長
・債権放棄
など借り手にとって有利となる取決め
をすることです。



お問い合わせ先

最近、資金繰りが厳しいんですよ。
元本返済をしばらく待ってもらえませ
んか。そうすれば、５年後にはきちん

と返せるようになりますが・・・。

５年後には経営が改善する
んですね。経営改善計画が
あれば、前向きに考えますよ。

でも、計画なんてどう
作っていいか分からな

いわ･･･。

そうであれば、例えば、
・経費の削減予定

・売上げが増加する見通し
等のシナリオがあれば大丈夫です。

赤字で資金繰りが苦しいので、金利は払いま
すから、返済を待ってもらえませんか。５年後

には経営改善する見込みがあります。

３年以内に経営改善する計画が必要です。
５年だと不良債権になってしまうので、返済
条件の変更に応じるのは難しいですね・・・。

これまで･･･

これからは･･･

えっ、自分で作らなく
てもいいんですか。

シナリオを示していただければ、
こちらで経営改善の見通しを
分析してもいいですよ。経営改
善が見込めれば大丈夫です。

一緒に考えましょう。 お願いいたし
ます。一緒に
相談しましょう。

Ａ銀行 飲食店Ｃ社

Ａ銀行

水産加工業者Ｂ社
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